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2023年　第66回消費者ゼミナール

紀藤正樹（きとう・まさき）1960 年生。弁護士。リン
ク総合法律事務所所長。
大阪大学法学部卒。同大学院博士前期課程（憲法専攻）
修了。法学修士。日本弁護士連合会消費者問題対策委
員会幹事ないし委員を 1992 年からつとめ、「宗教と
消費者」ほか部会の担当副委員長等を歴任。2020 年 6
月より日弁連消費者問題対策委員会の筆頭副委員長
に就任し現在に至る。政府関係の委員も多数歴任。
2022年、「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」委員。
主要著書：『カルト宗教』( アスコム  2022/12)、『決
定版  マインドコントロール』（アスコム  2017/3）、
『大阪弁訳 あたらしい憲法のはなし』(データハウス 
2017/2)、『マインドコントロール』(アスコム  2011)
ほか。

講　師　紀藤 正樹 さん
統一教会等の霊感商法被害者救済に長年携わってこられた紀藤

弁護士より、霊感商法被害の実態、消費者庁が霊感商法被害への対

策として行った法改正等に対する評価、今後さらに必要とされる

取組みについてのお話を伺います。消費者として、自分自身と家族

を守るために知っておくべきこと、また消費者団体としてなすべ

きことを学ぶ講演会です。

みなさまのご参加をお待ちしています。

参加費

無料

お申込み・お問い合わせ　主婦連合会  Tel：03-3265-8121  E-mail：info@shufuren.net

日　時：2023年 6月 7日（水）

13：30～15：30
場　所：主婦会館プラザエフ９Fスズラン

〒102-0085　東京都千代田区六番町15
［JR四ツ谷駅 麹町口 徒歩１分］

［地下鉄南武線/丸ノ内線四ツ谷駅徒歩３分］

定　員：80名（申込み先着順）

お申込み：お名前、連絡先(電話又はメールアドレス)を

下記主婦連合会事務局までお知らせください。

講師プロフィール


